
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

 
 

 
 

 
 

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
䥹
二
件
䥺 

○
令
和
八
年
度
に
お
け
る
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
附
則
第
二
項
の
知
事 

が
指
定
す
る
日
の
一
部
改
正 

○
道
路
の
供
用
開
始 

公 
 

 

告 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て 

監
査
委
員 

 
 

 

○
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
協
議 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 六

月
二
十
二
日 

第
六
百
六
十
五
号 

月 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
二
百
一
号 

 

森
林
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
䥺
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

上
野
原
市
秋
山
字
奈
良
山
一
二
七
八
〇
䣍
一
二
七
八
〇
の
内
一
䣍
一
二
七

八
〇
の
内
三 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

㈠ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
䣍
主
伐
は
䣍
択
伐
に
よ
る
䣎 

 
 

 
 

字
奈
良
山
一
二
七
八
〇
䥹
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
䣎
䥺 

 
 

㈡ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
䣍
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
䣎 

 
 

㈢ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
䣍
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

 
 

 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

㈣ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

 
 

 

䥹
䣓
次
の
図
䣔
及
び
䣓
次
の
と
お
り
䣔
は
䣍
省
略
し
䣍
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎
䥺 

告
　
　
示



山
梨
県
告
示
第
二
百
二
号 

 

森
林
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
䥺
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

甲
府
市
古
関
町
字
川
野
三
〇
一
八
の
二
二
・
三
〇
五
八
・
三
〇
五
九
・
三

〇
六
一
䥹
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
䣎
䥺
䣍
三
〇
一
八
の
八
䣍
三
〇
一
八
の

三
二 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

㈠ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
䣍
主
伐
は
䣍
択
伐
に
よ
る
䣎 

 
 

 
 

字
川
野
三
〇
一
八
の
八
・
三
〇
一
八
の
二
二
・
三
〇
一
八
の
三
二
・
三
〇
五
八
・
三
〇
五

九
・
三
〇
六
一
䥹
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
䣎
䥺 

 
 

㈡ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
䣍
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
䣎 

 
 

㈢ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
䣍
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

 
 

 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

㈣ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

 
 

 

䥹
䣓
次
の
図
䣔
及
び
䣓
次
の
と
お
り
䣔
は
䣍
省
略
し
䣍
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
甲
府
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎
䥺 



山
梨
県
告
示
第
二
百
三
号 

 

令
和
八
年
度
に
お
け
る
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
附
則
第
二
項
の
知
事
が
指

定
す
る
日
䥹
令
和
八
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
三
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸

太

郎 

 

本
則
中
䣓
同
年
六
月
三
十
日
䣔
を
䣓
同
年
七
月
三
日
䥹
同
日
に
あ
䣬
て
は
䣍
午
前
零
時
か
ら
午
後
六 

時
前
の
時
間
に
限
る
䣎
䥺
ま
で
の
日
及
び
同
年
九
月
十
日
䥹
同
日
に
あ
䣬
て
は
䣍
午
前
六
時
か
ら
翌
日 

の
午
前
零
時
前
の
時
間
に
限
る
䣎
䥺
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
䣔
に
改
め
る
䣎 



山
梨
県
告
示
第
二
百
四
号 

 

道
路
法
䥹
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
䣎
そ
の
関
係
図
面
は
䣍
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
䥹
吉
田
支
所
を
除
く
䥺
に
お
い
て
䣍
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
十
三
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

         

県
道 

道

路

の

種
類 

朝
日
小
沢
猿

橋
線 

路
線
名 

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
西
小
倉

一
七
八
八
番
四
地
先
か
ら 

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
西
小
倉

一
七
五
五
番
六
地
先
ま
で 

 

区
間 

一
〇
一
・
九 

延
長 

䥹
メ
䤀
ト
ル
䥺 

令
和
八
年
六

月
二
十
二
日 

供
用
開
始
の

期
日 



◎ 

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て 

 

都
市
計
画
法
䥹
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
䥺
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
䣍
完
了
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

開
発
区
域
䥹
工
区
䥺
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

笛
吹
市
境
川
町
大
坪
字
小
町
田
五
七
一
番
䣍
五 

七
一
番
二
䣍
五
七
二
番
一
䣍
五
七
二
番
四
䣍
一
二
一
六
番
一
䣍
一
二
一
六
番
二
䣍
一
二
一
六
番
三
䣍 

一
二
一
七
番
一
䣍
一
二
一
七
番
三
䣍
一
二
一
七
番
四
䣍
一
二
一
八
番
䣍
一
二
一
九
番
一
䣍
一
二
一

九
番
二
䣍
一
二
一
九
番
三
䣍
一
二
二
〇
番
一
䣍
一
二
二
〇
番
二
䣍
一
二
二
〇
番
三
䣍
一
二
二
一
番

一
䣍
一
二
二
一
番
二
䣍
一
二
二
一
番
三
䣍
一
二
二
二
番
䣍
一
二
二
三
番
䣍
一
二
二
四
番
一
䣍
一
二

二
四
番
二
䣍
一
二
二
四
番
三
䣍
一
二
二
四
番
四
䣍
一
二
二
四
番
五
䣍
一
二
二
四
番
六
䣍
一
二
二
五

番
䣍
一
二
二
六
番
一
䣍
一
二
二
七
番
一
䣍
一
二
二
七
番
二
䣍
一
二
二
八
番
一
及
び
一
二
二
九
番
一

並
び
に
道
の
区
域 

二 

公
共
施
設
の
種
類
䣍
位
置
及
び
区
域 

 
 

䥹｢

次
の
図｣

は
䣍
省
略
し
䣍
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
笛
吹
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎
䥺 

三 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

東
京
都
江
戸
川
区
一
之
江
八
丁
目
一
四
番
一
号
交
通

会
館
一
之
江
ビ
ル
三
階 

エ
ン
ゼ
ル
産
業
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

野
邊 

弘
一
郎 

道
路 

水
路 

公
共
施
設
の
種
類 

次
の
図
の
と
お
り 

位
置
及
び
区
域 

公
　
　
告



山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
六
号 

 

地
方
自
治
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
䣍
包
括
外
部
監
査
人
野
中
孝
憲
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
協
議
が
調
䣬

た
の
で
䣍
次
の
と
お
り
告
示
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
監
査
委
員 

 

入 

倉 

博 

文 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

中 

込 

正 

純 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

大
久
保 

俊 

雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

桐 

原 

正 

仁 

監
査
委
員



補助する者の氏名

 川口　明浩

 田中　佑幸

 關野 　 孝

 海野　純矢

 山本　　薫

 髙岡　敏夫

補助する者の住所 補助できる期間

千葉県市川市国府台
令和８年６月２９日～
令和９年３月３１日

令和８年６月２９日～
令和９年３月３１日

山梨県南アルプス市飯野

山梨県甲府市上町

山梨県南巨摩郡富士川町長澤
令和８年６月２９日～
令和９年３月３１日

令和８年６月２９日～
令和９年３月３１日

山梨県中巨摩郡昭和町河西
令和８年６月２９日～
令和９年３月３１日

令和８年６月２９日～
令和９年３月３１日

長野県松本市蟻ヶ崎台


